
地域医療連携業務委託 公募型企画競争公告 

 

 

下記業務の調達にあたり、公募型企画競争に付します。 

 

令和 ８年２月２５日 

 

                      経理責任者 

                      独立行政法人国立病院機構 

水戸医療センター  院長 米野 琢哉 

 

１ 競争に付する事項 

（１）件名 

地域医療連携業務委託 

（２）内容 

公募型企画競争説明書（以下「説明書」という）、仕様書、企画提案評価基準

書による。 

（３）契約期間 

令和 ８年 ４月 １日～令和１１年 ３月３１日（３年間） 

（４）履行場所 

独立行政法人国立病院機構水戸医療センター  

（５）選定方法 

契約の相手方の選定は、競争に参加する必要資格を満たす者から受理した企画

提案書（以下「企画書」という）、プレゼンテーションによる評価と、見積書価

格とを総合した評価により第一交渉権者を決定する。 

 

２ 競争に参加する者の必要資格等に関する事項 

（１）独立行政法人国立病院機構契約事務取扱細則（平成１６年細則第６号。以下「契

約細則」という。）第５条及び第６条の規定に該当しない者であること。 

（２）厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）において当該年度一般競争参加資格

において、「役務の提供等」のＡ、Ｂ、ＣまたはＤ等級に格付けされ関東甲信越地

域の競争契約の参加資格を有すること。 

（３）その他、説明書に謳う要件を満たすこと。 

 

３ 企画書及び見積書の提出場所等 

（１）説明書等の交付場所、企画書及び見積書の提出場所及び問い合わせ先等 

〒３１１－３１９３ 茨城県東茨城郡茨城町桜の郷２８０番地 

独立行政法人 国立病院機構 水戸医療センター 

事務部企画課 契約係長 高橋 

電話 ０２９－２４０－７７１１（代表） 



（２）説明書の交付期間 

公告日から令和 ８年 ３月１２日（木）まで（土・日を除く）の９時００分

から１７時００分までの間とする。 

（３）企画書及び見積書の提出部数 

企画書については７部、見積書については１通を提出のこと。 

（４）企画書及び見積書の提出期限 

企画書・見積書：令和 ８年 ３月１２日（木）１７時００分 

 （５）プレゼンテーションの日時及び場所・要件 

    令和 ８年 ３月１３日（金）１６時００分～１７：００ 

独立行政法人国立病院機構水戸医療センター ２－１会議室 

① プレゼンテーションは、パワーポイントを作成の上、病院指定の端末より 

会議室のプロジェクターに投影の上、行うこととする。 

② プレゼンテーションは、企画書に基づいた内容とすること。 

③ プレゼンテーションの目安時間は１５分程度とし、５分程度の質疑応答時間 

を設けることとする（計２０分程度）。 

    ④ 複数社の参加となった場合、プレゼンテーションの順番は、抽選により行う 

こととする。 

    ⑤ 複数社の参加となり、上記日時で実施不可の場合は別途予備日を指定する。 

（６）企画書及び見積書の提出方法 

持参又は郵送（書留郵便に限る。なお、郵送の場合は提出期限までに必着のこ

と）。なお、見積書については厳封のうえ、封皮に「地域医療連携業務委託見積

書在中」と朱書すること。 

（７）見積書開封の日時及び場所 

令和 ８年 ３月１７日（火） １５時００分 

独立行政法人国立病院機構水戸医療センター２－１会議室 

（８）その他 

提出された企画書及び見積書は原則として返却しない。 

 

４ その他必要な事項 

（１）競争及び契約手続に使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

（２）契約保証金等 

免除 

（３）参加者に要求される事項 

この競争に参加を希望する者は、本公告に示した業務が履行できることを証明

する書類として、競争説明書に定める企画書等を指定する期日までに提出しなけ

ればならない。参加者は、経理責任者から当該書類に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。 

（４）競争参加の無効 

競争参加資格の無い者の提出した企画書及び見積書、競争参加者に求められる

義務を履行しなかった者の提出した企画書及び見積書は、無効とする。 

 



（５）契約書作成の要否 

要 

（６）契約相手方の決定方法 

契約細則第２１条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内である

見積を提出した参加者から、当公告１（５）及び説明書に謳う方法により第一交

渉者を決定する。 

（７）契約までに要する費用は、全て各事業者の負担とする。 

（８）提出する見積書には見積内訳を添付すること。 

（９）詳細は、仕様書、説明書及び契約書(案)による。             

以上 


